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議会運営委員会記録 

 

１．期日   令和 4 年 1 月 24 日(月)                         開会 13 時 00 分 

                               閉会 13 時 28 分 

２. 場所   議場（議事堂） 

 

３. 議題 

      一般質問のあり方について 

           

４. 出席者 小笠原委員長、杉崎副委員長、羽根委員、松﨑委員、渡辺委員、大沼委員、

根岸委員、一石委員、善波議長 

事務局   二見事務局長、黒石庶務課長、寺口副主幹 

      傍聴議員  4 名 

      一般傍聴者 0 名 

５．経過 

                                        

① 一般質問のあり方について 

 

委員長         議長の挨拶は時間の関係上省略する。令和 4 年第 1 回定例会

の一般質問のやり方について議題とする。昨年の 12 月 24 日に

行われた議会運営委員会の勉強会でいろいろな意見が出た。議

論をふまえて一般質問の時間を一人 30 分とすることについて

確認をする。意見のある方どうぞ。 

 

松﨑          昨年の 12 月 24 日の議運といっても、ブレーンストーミング

的なもので傍聴もできないということだった。そういった意味

ではちゃんとした議運ではなかったと思うが。その時の説明で

時間の変更に関する議会運営のルールの変更だが、議長の諮問

により開催したという説明だったと思う。どうしてその変更が

必要だったと考えたのか議長から説明をしてほしい。 

 

委員長         松﨑委員、議長から説明ということだが、諮問を受けた私に

責任があり、前回も私から説明し、皆さんの手元に改めて令和

3 年二宮町議会定例会一般質問の実績を配布した。9 月までは

コロナ禍で一人の持ち時間が 30 分ということで運用した。そ

の後の第 3 回定例会の 12 月議会では、コロナが少し収束した

ということでもう一度元に戻そうということで実験的なかた

ちで実施した。議会の終了時間が大幅に遅れ、12 月議会では

オミクロンが発症する人が一桁の中で再度見直したが、町民の

方から一人の質疑時間が長く、もう少しまとまりのある質疑に

し、簡潔な質疑を実施してほしいということと、職員や手話通

訳の勤務時間も大きく影響してきて 7 時になってしまう状況
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は回避したいというところで、一人の持ち時間と職員の答弁に

ついてもっと簡潔なものにしていかなければと意見が出た。議

長からの議員に対しての申し出だが、議長の口から聞きたいと

いうことか。 

 

松﨑          そうしてもらいたいというのが質問の趣旨だった。 

 

委員長         なぜ私からの説明ではなく、議長からではないといけないの

か。 

 

松﨑          いけないという強いこだわりは無いが、議長からの諮問だと

聞いたので、それが一番よいのかと。 

 

委員長         松﨑委員から意見が出ているが、他の皆さんはどうか。 

 

大沼          松﨑委員の話は分かるが、時間をかけても仕方がない。委員

長が受け負っているということなので、委員長が進めた方がよ

いのではないかと思う。 

 

委員長         他の委員の意見もあり、ここであえて議長から意見をもらう

のは時間のロスだと思うので省略する。前回の議運はブレーン

ストーミングとはいえ、幅広く意見交換した。その中で一人の

質問時間を最大限に使って質疑をすることになっているが、そ

れについて 12 月の第 4 回定例会は 40 分にした。次の令和 4

年の 2 月から始まる第 1 回定例会は一般質問の時間を 30 分に

するが、これは決定ではなく、再度 30 分でやってみたいとい

うところで合意を得たというふうに思っているがそれでよい

か。 

 

渡辺          言葉の問題だが質問時間が 30 分ということでよいのか。持

ち時間とすると行って来いというふうにとらえられる可能性

もあるので。以前、質問時間を一人 40 分にしていたところ、

やり取りを完全にしていこうということで、30 分にすると。2

テーマ以上の場合の整理はどうなっていたのか確認をさせて

もらいたい。 

 

委員長         一般質問は一問なら一人 30 分というのをここで合意を得て、

決定してもらい、その後に 2 問の場合というのは最終結論が出

ていないので、ここで質疑してもらえればと思う。令和 4 年第

1 回定例会では一人の質問時間を 30 分とし、実施していきた

いと思うが、異議があるか。 

 

松﨑          私の質疑は終わったのか。 
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委員長         申し訳ないが、質疑は終わった。 

 

松﨑          質問は一回だけか。 

 

委員長         回数とか特に無いが、話の進み方を理解していないようだが。

それではもう一回だけ質問をどうぞ。 

 

松﨑          今回の見直しの背景についてあるものをいろいろ話合った

が、気になるのは町民の意見で、私の方にもいろいろな方から

町民の意見が届く。今回の議会の運営については私の方にこう

してほしい、ああしてほしいという声が全く届いていない。ど

ういう人がどういうかたちで、町民の意見としてきているのか

疑問である。可能な限りでよいので開示してもらうことはでき

るのか。 

 

委員長         24 日の日はブレーンストーミングだったのでテープ起こし

はしていない。 

 

松﨑          そういうことではない。 

 

委員長         湘南ケーブルテレビの放送を見ていて、とても長くて大変だ

ったと意見があったと誰かが発言した。発言した方、手を挙げ

て欲しい。二人いた。 

 

渡辺          二人の方から意見を聞いた。一人の方は町民の方から直接、

もっと簡潔にならないのかと聞いている。もうひと方は、こん

なに時間はいらないのではという意味の話を聞いている。 

 

一石          私も二名の人から、聞いている。質問が冗長で、論点をもっ

と明確にしてほしいということを聞いている。 

 

松﨑          今の一石議員の話だと、明確に答弁してほしいと。答弁する

側に。 

 

一石          答弁ではない。論点である。 

 

松﨑          理解した。 

 

一石          これは議会基本条例にも書いてあり、町民に論点を分かりや

すく伝えることが非常に大事であるが、今はそのようにはなっ

ていないと町民の方から意見をもらっている。 

委員長         松﨑委員、そのような形で前回も意見を聞いている。しっか

り受け止めてもらったかと思うが、ここでテープに残してほし
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いということかもしれないが。また同じ繰り返しになるので、

そういう意見もふまえ、次は 30 分でやっていこうということ

になっているのでお願いする。 

 

松﨑          24 日に新たな提案ということで、いろいろ発言した際に、

そういうことだったら、この場で提案させてもらったらどうだ

ということを委員長から言われたことがあるが、その提案は今

言うべきなのか、それとも後で言うべきなのか。 

 

委員長         それについての意見があれば伺う。 

 

松﨑          議会運営はフェアで進めなければいけないという前提で、今

回のこととは別に提案だが、30 分に短縮するならそれはそれ

でよいが、一般質問の件数についてだが、件数によって時間が

違ってくるというのが今のルールだが、議長の判断で 2 件が許

される場合と 1 件にせざるを得なかったという場合もある。そ

うすると持ち時間がだいぶ違ってくる。2 点目が一般質問と総

括質疑の法的な違い、明確な違いが全くなくて、有識者に聞い

ても結局同じものだという答えが返ってきた。本来同じものと

して時間配分するべきなのではないかと考えた。質問の件数に

関わらず一般質問、総括質疑と区別せず、質問する意思のある

議員に分け隔てなく機会を与えるということで、その時間はあ

らかじめ決められた全ての時間を、議会中の質問に割く全ての

時間、一日なのか二日なのか分からないが、質問する人で単純

に割ると、たくさん手を挙げれば一人の持ち時間が減り、手を

挙げる人が少なければ当然増えることになる。単純にそうする

ことにより、フェアに質問の機会が与えられるのではないかと

前回提案した際に今日改めて言ったらと言われたので、ここで

問題提起として発言しておく。 

 

委員長         今の松﨑委員の意見は、どんな質問も全ての時間を均等割り

してほしいという提案だった。 

 

大沼          今回の議運の中は、一般質問についてなので総括質疑に関し

ては置いておいてということになるのかと思う。その中で今の

時間の配分とかは松﨑委員が言われるように平等に割ったら

どうかということも平等性ということで一つの考えかと思う。

何度も言っているように表の中でも答弁時間が非常に長い。議

運の方で答弁時間について、議員の発言時間以下で収まるよう

な回答をするように強く求めてもらわないと、実績が出てこな

いと、いろいろなものが結局見通しをつけられない。そのあた

りのことを頭に入れて話してもらえればと思う。 
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委員長         今日の議題は一般質問の個人の持ち時間を 30 分に決めると

いうことを確認する時間である。松﨑委員から違う提案があっ

て、それも一つの考え方だと思う。今回の第 1 回定例会におい

ては、一人 30 分の持ち時間で、大沼委員が発言したことは 24

日の話し合いの時にも出ていたが執行者側の長い答弁書で説

明が全部入ったものとか、いろいろなやり方に対して改善を強

く求めることは私どもの時間を減らす部分と合わせて必要な

ことだと思っているので、議会の方から議長を通してお願いす

るところである。 

 

松﨑          私もそれには賛成である。今日は一般質問について議論する

ということだが。 

 

委員長         その話もしたいとは思うが、もう一度、勉強会を開いて、そ

の後に正式な委員会をするので、そのことについても。今は、

こちらの議事進行に従ってもらえればと思う。2 件以上の場合

はどうするのかということについて意見交換をはっきりして

いないので、ここで絶対に決めなければならない。一つの考え

方としてはオミクロンが収束せず、まん延防止等重点措置も出

ているので、9 月議会と同じように 2 件でも 30 分というやり方

で行くのか、どうしても短いので、この場でもう少し延ばすべ

きではないかという意見はあるか。 

 

渡辺          オミクロン感染拡大の可能性もある中で、前々回も行って来

いで一人あたり何分で決めていった。暫定的に今回の第 1 回の

定例会において一人の持ち時間 30 分で、2 テーマでもそれで仕

方ないと思うが、ただ人数で割ることが本当にフェアなのかに

ついては引き続き留保してもらい、次々回の定例会に向けて話

し合いを続けていければと思う。議員からすると、一人の持ち

時間というと、考え方として持ち時間が同じだということもあ

る。町民から見た時にこのテーマもこのテーマも、となったと

きに、果たして取り上げてほしいことがきちんと取り上げられ

るのかということがあるわけで、そういったときに町民が取り

上げてほしいテーマが十分にカバーすることを保証すること

もある。そういう見方もあると思う。今日のこの時間では結論

は出せないので、2 件以上の一人当たりの持ち時間については

留保してもらえればと思う。 

 

委員長         今の渡辺委員の意見はオミクロンの感染状況をふまえたう

えで今回はその前と同じで 2 問でも 30 分でいたしかたないと

いうことだった。私どもの議会では 2 問以上質問する方は限ら

れている中で渡辺委員は積極的に質問しており、本人からいた

しかたないと意見をもらった。他に意見はあるか。 
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大沼          2 件の通告として別々に議会として受けているが、やりかた

によっては、これとこれとで 1 件に抱き合わせで通告すること

もできるのではないかというふうに思う。それも考えてみても

よいのではないか。 

 

委員長         意見として伺う。 

 

一石          今の意見の論点は違うと思った。論点を明確にして町民に伝

わるという時間配分なので、2 件については検討の余地がある

と思う。 

 

委員長         答弁者側に座ってもらい、どういうふうに答弁していくかと

いう時に明確に分けた方がより執行者もやりやすい部分があ

るのではないだろうかと思うが、それも次回に持ち越しにさせ

てもらえればと思う。再度確認させていただくが、令和 4 年第

1 回定例会についての一人当たりの一般質問の時間は 30 分と

決めさせてもらう。2 件以上の場合は同じ時間で運営する。答

弁を簡潔にするよう執行者側に強く要望する。できれば質疑時

間は私どもが 30 分なら、執行者も 30 分以内で答えられるよう

になるべく調整し、簡潔にしてもらうということでお願いした

いと思うが、それでよろしいか。 

 

羽根          時間はよいが、執行者側の答弁が議員より短くするのは少し

難しいのかと思う。できるだけ執行者側の答弁をうまく引き出

すという言い方は悪いが、より町民の方に分かってもらうため

に議員よりも少なくすると決めてしまうのはどうかなと。私の

時間を見てもらうと分かるが、圧倒的に答弁時間の方が長い。

そこは流動的に、質問に対しては明確に、論点に対して正確に

答えてもらい、かつ端的にお願いしたいと思う。 

 

松﨑                    羽根委員の意見におおむね賛成である。本音を言えば反訳を

読み返してみて明らかにおかしいところがあったら、その反訳

を見ながら反省会を開くとかであって、単純に質問時間より回

答時間を短くというのは、ちょっとおかしいと思う。質問時間

より答弁を短くすることを目標に置くことは少しおかしい。む

しろ反訳を読み返してみて、明らかに質問に対する答えになっ

ていないとか中身のある議論をするべきだと思う。 

 

委員長         意見として伺う。反訳を読み返しておかしいところは確認す

ることは重要だと思う。署名議員もいるし、正副議長とともに

フェアに確認していければと考えている。 
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大沼          ここ最近の議事録とかを見てもらえれば分かるが、冊子の厚

さがだいぶ厚い。ものすごく会話数が多くなっている。質疑を

している中で、言い訳がましいといったらなんだが、聞いてい

る外堀の部分の説明が長くて分かりにくくなっている。そこの

部分を短くし、コンパクトに明確に答えてほしい。ただ単に時

間を短くするということが必要だと言っているわけではなく、

答弁時間が長いということが影響して、議員の持ち時間が減ら

さざるを得ないということも影響していると考えると、執行者

側も十分な努力が必要になるということである。 

 

委員長         前回の勉強会でも同じ意見が出ていたと思う。とても大事な

ことだと考える。再度確認させてもらう。先ほど話し合われた

形で第 1 回定例会を実施するがよいか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

委員長         異議なしと認める。それではそのように決定した。その他に

何かあるか。やり取りの中で次の宿題が出ている。本日は議事

録を残しているのでよろしくお願いする。これが終わった後に

次の勉強会の時間や、その時にその次の正式の委員会の時間も

決定できればと思う。スケジュール調整が厳しい中であるがお

願いする。 

 

 

閉会 13 時 28 分 

 


